
新型コロナワクチン

追加（３回目）接種のお知らせ

ワクチンは、原則住民票のある市町村で接種します。

住民票がある場所以外での接種については

〇医療従事者等は、お勤めの医療機関で接種を受けられる場合があります。

➡ 勤務先にご確認ください。

〇入院・入所中の人➡入院・入所中の医療機関や施設へご相談ください。

〇基礎疾患を治療している医療機関で受ける人➡治療中の医療機関へご相談ください。

〇お住まいが住所地と異なる人➡実際にお住まいの市町村へおたずねください。

（2回目接種から8か月が経過した人が対象です）

接種時期がきたら「案内通知」の
封筒が郵送されます

(２０２１年11月22日現在）

玉東町

ワクチン接種までの流れ

～12月から始まります～

※対象は18歳以上の人です。3回目の接種は年齢順ではありません。
同じ年齢の人でも2回目の接種終了日により接種時期は異なります。

※封筒には「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」が同封
されています。接種当日ご持参ください。

1

接種場所は、安成医院（個別接種）です
（下記に該当する人は、町外での接種ができる場合があります）

2

※日時の変更の際は、2回目の接種日から8か月以降の日での
変更をお願いします。

接種費用

無料

3

【接種日時について】（詳しくは後日郵送する案内通知をご覧ください）

あらかじめ接種日時を指定しますので予約の必要は
ありません
（日時の変更や接種を希望しない場合は必ずご連絡をお願いします）

裏面に「接種券が届かない場合のお願い」「ワクチン協力者の募集」があります

（公費）

対象年齢

18歳以上



新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報

については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワ

クチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検 索

感染予防対策

を継続していた

だくようお願い

します。
密集場所 密接場面 密閉空間

「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避
マスクの着用

石けんによる 手指消毒用アルコール

手洗い による消毒の励行

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではある

ものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

◎ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果

は１００％ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「３つの密（密集・密接・密

閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

【問い合わせ先】

玉東町新型コロナ

ワクチン接種相談窓口
電話：０９６８-７９-７７２７

（場所：安成医院駐車場内）

ふれあいの丘保健センター 電話：０９６８－８５－６５５７
(月～金8:30～17:15土日・祝日除く)

【新型コロナワクチン協力者の募集】
キャンセルがでたときに
急な接種に応じることができる人を募集します！

募
集

〇接種を予定していた人が体調不良等で急に受けられなくなった時、キャンセルされたワク
チンを有効に使うことができるように、急な連絡でも接種に応じることができる人をあら
かじめ募集いたします。

〇協力できる人は、下記の【問い合わせ先】まで登録のご連絡をお願いいたします。登録い
ただいた人のうち、2回目接種日より８か月経過した人から順にご連絡をさせていただきます。

【接種券が届かない場合のお願い】

〇8か月過ぎても接種券が届かない人や他の市町村で2回接種されたあとに転入した人は、

お手数ですが下記の【問い合わせ先】までご連絡をお願いいたします。

◎特に追加接種をおすすめする方

・高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」

・重症化リスクが高い方の関係者・介助者（介護従事者等）などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」

・医療従事者などの「職業上の理由等によりウイルス接触リスクが高い方」


